
電子入札システム（物品・役務）

導入説明会

令和８年１月２８日（水） 鹿島市 財政課



本日の流れ

1.電子入札の概要説明

2.業者登録方法

3.システムの操作説明

4.質疑応答



電子入札の概要説明

導入の目的

電子入札システムを導入しオンラインで入札を執行することにより、市及び事業者双方の事務軽減
化を図ることを目的としています。（場所や時間の制約がありません。）

電子入札とは

従来、紙の書類により庁舎に集まって行っていた入札手続きを、インターネットとパソコンを利用して
電子的に行うことです。



開始時期と対象案件

開始時期 ： 令和８年度分（令和８年3月に指名通知を行うもの）
対象案件 ： 物品・役務の調達に関するもの（一部を除く）

導入に伴う主な変更点

• 入札通知 ＦＡＸ
• 設計図書等の配布 ＨＰからのダウンロード
• 入札 市役所（会議室）
• 落札決定通知 来庁での受け取り

電子入札システムで実施



システムへの入り方



問い合わせ先について

○入札制度及び入札案件に関すること
鹿島市役所 財政課 入札・契約管理係 ☎ ６３－２１１４ （平日８：３０～１７：１５）

○システムの操作方法、機器の設定に関すること
㈱日立システムズ 電子入札総合 ヘルプデスク
☎ ０５７０－０２１－７７７ （平日９：００～１２：００ １３：００～１７：３０ ）
✉ sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com 

みなさまのご理解とご協力を
お願いします。


